
防災訓練実施結果報告書 

 

令 02 原機（サ保）024 

令和 2 年 5月 28 日 

原子力規制委員会 殿 

 

報告者 

住所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川 765 番地 1 

氏名 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

   理事長  児玉 敏雄           

 

 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の 2 第 1項の規

定に基づき報告します。 

原子力事業所の名称及び

場所 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

核燃料サイクル工学研究所 

茨城県那珂郡東海村大字村松 4 番地 33 

防災訓練実施年月日 令和 2年 1月 14 日 別紙 2 のとおり 

防災訓練のために想定し

た原子力災害の概要 

警戒事態に該当する地震発生を

起点とし、再処理センターHAW 施設

及び環境センターCPF において、崩

壊熱除去機能の喪失（HAW 施設）、臨

界（CPF）により、警戒事態、施設敷

地緊急事態及び全面緊急事態に進

展する原子力災害を想定 

別紙2のとおり 

防災訓練の項目 総合訓練 個別訓練 

防災訓練の内容 

総合訓練 

※以下の個別訓練を組み合わせて

実施。 

・ 要員参集訓練 

・ 通報訓練 

・ 環境モニタリング訓練 

・ 避難訓練 

(1)救護訓練 

(2)その他の訓練 

①遠隔機材の操作訓練 

②原子力緊急事態支援組織

との連携訓練 

③支援本部及び原子力事業

所災害対策支援拠点との

連携訓練 

防災訓練の結果の概要 別紙 1 のとおり 別紙 2 のとおり 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 
別紙 1 のとおり 別紙 2 のとおり 

備考  用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。 



別紙１ 
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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

 

本訓練は、核燃料サイクル工学研究所（以下「研究所」という。）原子力事業者防災業務計画

（以下「防災業務計画」という。）及び再処理施設保安規定に基づき実施する。 

 

１．訓練の目的・目標 

（１）目的 

本訓練においては、再処理廃止措置技術開発センター（以下「再処理センター」という。）高

放射性廃液貯蔵場（以下「ＨＡＷ施設」という。）及び環境技術開発センター（以下「環境セン

ター」という。）高レベル放射性物質研究施設（以下「ＣＰＦ」という。）の２施設を対象と

し、複数の緊急時活動レベル（以下「ＥＡＬ」という。）の事象発生を踏まえ、原子力防災組織

の機能の有効性を確認するとともに、国、自治体等への通報連絡が迅速に行われることの確認

及び前年度から改善を図った事項の有効性の確認を目的として訓練を実施する。 

 

（２）目標 

本訓練の全体に設定した目標は以下のとおりである。 

① 「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等の視覚情報を用い機構内外に正

確な情報提供ができること。 

② 現地対策本部は、各発災施設の現場指揮所と簡潔に短時間でブリーフィングを行い、発生

事象への対応策について機構内で情報共有できること。 

③ 発災施設のうちの 1 箇所の現場指揮所において、機構ＴＶ会議システムが一時的に使用不

能となった場合は、代替手段を活用した情報共有ができること。 

④ 再処理施設（ＨＡＷ施設）及び核燃料物質等使用施設（ＣＰＦ）において、それぞれＥＡ

Ｌ該当事象が発生する。現地対策本部は、２箇所の現場指揮所からの情報収集、関係箇所

への通報連絡、応急措置の指示ができること。 

⑤ 再処理施設の現場指揮所の設置から一定時間まで現場対応班長が不在の場合においても、

関係箇所への情報発信ができること。 

 

２．実施日時及び対象施設 

（１）実施日時 

令和２年１月１４日（火） １３時１０分 ～ １６時３０分 

 

（２）対象施設 

研究所 再処理センターＨＡＷ施設及び環境センターＣＰＦ 
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（１）前提条件 

・ 再処理センター 

高放射性廃液を貯蔵しているＨＡＷ施設において、クレーンを使用した屋上の塗装工事

を実施中。また、ＡＡＦで廃棄物の取扱作業を実施中。 

ＨＡＷ施設は、ＥＡＬ該当事象（ＡＬ２９、ＧＥ２９）の事象進展が遅いことから、各

ＥＡＬ該当事象の到達時間を約１／５０、約１／２０００に時間圧縮を行う。 

・ 環境センター 

ＣＰＦでウラン溶液を脱硝するため、複数のポリ瓶に入ったウラン溶液（誤ってプルト

ニウム溶液が入ったポリ瓶から送液）をウラン給液貯槽に送液する作業を実施中。 

 

（２）事象概要 

時 刻 
再処理センター 

（ＨＡＷ施設、ＡＡＦ） 

環境センター 

（ＣＰＦ） 

13:10 【ＡＬ＜地震発生（東海村で震度６弱）＞】 

13:12 

・ＨＡＷ施設に設置していたクレーンが

転倒し、屋上の冷却塔が損傷 

・高放射性廃液貯槽(以下「ＨＡＷ貯槽」

という。)の２次系冷却水が漏えい 

 

13:16 

・ＨＡＷ貯槽Ｖ３５は、１次冷却水系配管

（緊急接続用フランジ）が損傷し、１次

冷却水系への給水を行えない状況 

 

13:16 
・ＨＡＷ貯槽Ｖ３１～Ｖ３５の崩壊熱除

去機能の喪失を確認 
 

13:40 ・ＡＡＦにて火災警報吹鳴  

13:42 

・ＡＡＦの低放射性固体廃棄物受入処理

室（管理区域）で排気ブロワから出火を

確認 

 

13:46 
・ＡＡＦにて初期消火活動により火と煙

がないことを確認 
 

13:50 
・ＨＡＷ貯槽への冷却水供給用ホース敷

設開始 
 

14:00 

・ 機構ＴＶ会議システムの不調発生 

・14:02 代替手段による音声接続開始 

・14:21 機構ＴＶ会議システム復旧 

 

14:30 ・ 公設消防は、ＡＡＦ火災の鎮火を確認  

14:35 
・ ＨＡＷ貯槽Ｖ３１～Ｖ３４に冷却水供

給開始 
 

14:40  

・ＣＰＦの臨界警報が吹鳴 

・中性子線用エリアモニタ指示値の上

昇を確認 

14:42  
【ＳＥ＜臨界のおそれ＞を原子力防災

管理者が判断】 
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５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

 

６．防災訓練の内容 

「防災業務計画」に基づき、研究所及び機構本部との合同による総合訓練を実施した。なお、

以下の各訓練はシナリオ非提示型訓練として実施した。 

ただし、訓練進行上、ＥＡＬ該当事象（ＡＬ２９、ＧＥ２９）の事象進展が遅く、進展時間を

圧縮したため、再処理センター発災現場には事前に訓練シナリオを提示して実施した。 

14:43  

・中性子線用エリアモニタの指示値の

異常は継続せず、平常値に復帰 

・排気筒排気モニタの指示値は、通常の

変動範囲で推移し、異常なし 

・環境放射線モニタ指示値は、一時的に

上昇し、平常値に復帰 

14:43 
・ 公設消防現場指揮本部が屋内退避 ・現地対策本部長は、研究所内従業員等

へ屋内退避を指示 

14:50 
・現場対応班は、ＨＡＷ貯槽Ｖ３５廃液温

度指示値が１００℃到達を確認 
 

14:51 
【ＡＬ＜蒸発乾固＞を原子力防災管理者

が判断】 
 

14:55 
・現場対応班は、Ｖ３１～Ｖ３４廃液温度

が通常値（約３０℃）に低下を確認 
 

15:07  

・臨界発生場所は、ＣＰＦの２階分析室

と特定 

・臨界発生原因は、ウラン溶液の移送作

業において、誤ってプルトニウム溶液

を送液したことと判明 

15:10 
・現場対応班は、ＨＡＷ貯槽Ｖ３５廃液温

度指示値が１２０℃到達を確認 
 

15:11 
【ＧＥ＜蒸発乾固の発生＞を原子力防災

管理者が判断】 
 

15:15  

・再臨界防止措置の作業準備開始 

・作業方法は、作業員３名がＣＰＦ１階

操作室に入域し、ウラン系溶液移送配

管から臨界が発生したウラン給液貯

槽へＧｄ溶液を投入 

15:15 
・現場対応班は、ＨＡＷ貯槽Ｖ３５の１次

冷却水系への冷却水供給を開始 
 

15:40 
・現場対応班は、ＨＡＷ貯槽Ｖ３５の廃液

温度が１００℃を下回ったことを確認 
 

15:55  ・再臨界防止措置Ｇｄ溶液の送液開始 

16:00  ・再臨界防止措置の作業完了 

16:08  
・現地対策本部長は、臨界による屋内退

避解除を指示 

16:30 訓練終了 
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６．１ 現場指揮所における訓練 

（１）現場対応班要員の招集訓練 

（２）現場指揮所と現地対策本部との情報連絡訓練 

（３）応急措置訓練 

（４）緊急時資機材の操作訓練 

 

６．２ 現地対策本部における訓練 

（１）現地対策本部構成員の参集訓練 

（２）現地対策本部と機構対策本部との情報連絡訓練 

（３）応急措置訓練 

（４）環境モニタリング訓練 

（５）避難訓練 

（６）通報訓練 

（７）広報対応訓練 

 

６．３ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及びＥＲＣとの情報共有訓練 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点及び原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

 

７．訓練結果の概要及び個別評価 

訓練モニタ及び外部機関の有識者による評価結果から、訓練ごとに設定した達成目標につい

てはいくつかの課題が抽出されたものの、概ね達成できたものと評価する。各訓練の実施内容

及び評価は以下のとおり。 

 

７．１ 現場指揮所における訓練 

（１）現場対応班要員の招集訓練 

＜実施内容＞ 

・ 震度６弱の地震情報を受け、再処理副センター長（センター長不在につき副センター長

が代行）及び環境センター長は、直ちに現場対応班を設置するとともに、その旨を放送

設備による一斉放送でセンター内に周知し、現場対応班要員を現場指揮所に招集した。 

＜評価＞ 

・ 再処理副センター長及び環境センター長は、「事故対策規則」に基づき現場対応班を設

置し、現場対応班要員を現場指揮所に招集できた。 

 

（２）現場指揮所と現地対策本部との情報連絡訓練 

＜実施内容＞ 

① 再処理センター現場対応班長は、地震発生後、地震による被災状況、プラント状況、火

災発生の状況、ＥＡＬ該当事象の判断等について、災害対策資料の「発生事象状況確認

シート」、「事象進展対策シート」等を用いて、機構ＴＶ会議システムと書画装置で視覚

的に説明し、現地対策本部へ情報発信した。 
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② 環境センター現場対応班長は、地震発生後、地震による被災状況、プラント状況、ＥＡ

Ｌ該当事象の判断等について、災害対策資料の「発生事象状況確認シート」、「事象進展

対策シート」等を用いて、機構ＴＶ会議システムと書画装置で視覚的に説明し、現地対

策本部へ情報発信した。 

③ 再処理センター現場指揮所では、立上げから初動の約１時間において再処理センター

長（現場対応班長）が不在となったが、副センター長が現場対応班長として活動し、人

員点呼結果、地震点検結果、地震による被災状況、火災発生状況等について、機構ＴＶ

会議システムや書画装置を用いて現地対策本部へ情報発信した。 

④ 再処理センター現場指揮所は、機構ＴＶ会議システムが一時使用不能となった場面で、

携帯電話による音声会議に切り替えて対応した。 

＜評価＞ 

① 再処理センター現場指揮所は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、視

覚情報を用いて情報発信できたことから、対応は良好であった。 

② 環境センター現場指揮所は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、視覚

情報を用いて情報発信できたことから、対応は良好であった。 

③ 再処理センター長不在時において、副センター長は、「事故対策手順」に基づき、現場

対応班長として現地対策本部へ情報発信できたことから、対応は良好であった。 

④ 再処理センター現場指揮所は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、機

構ＴＶ会議システムの不調時に代替手段を用いて現地対策本部と情報共有できたこと

から、対応は良好であった。 

 

（３）応急措置訓練 

＜実施内容＞ 

① 再処理センター現場対応班長は、自動火災報知器の吹鳴を受け、火災状況の把握、初期

消火活動及び再処理センター全域への一斉放送による従業員への周知を指示した。ま

た、現場対応班長の指示により発災元課員は、消火器による初期消火活動と現場指揮所

への状況報告を行った。 

② 再処理センター現場対応班長は、地震によりＨＡＷ貯槽の崩壊熱除去機能が喪失した

ことを受け、ＥＡＬ該当事象（ＡＬ２９、ＧＥ２９）へ進展するおそれがあることを把

握するとともに、ＨＡＷ貯槽の廃液温度の測定結果から事象の進展予測を行った。また、

地震によるＨＡＷ施設とその周辺道路の被災状況を踏まえ、「事象進展対策シート」を

用いて崩壊熱除去機能の復旧方策（原子力防災資機材を用いたアクセスルートの確保、

可搬型設備による１次冷却水系統への冷却水供給）を立案した。 

③ 環境センター現場対応班長は、臨界警報吹鳴と中性子線用エリアモニタ等の指示値上

昇からＥＡＬ該当事象（ＳＥ０６（臨界のおそれ））の発生を把握するとともに、その

後の中性子線用エリアモニタ等の指示値の状況からＧＥ０６（臨界の継続）に進展して

いないことを確認した。また、臨界の発生場所と原因の特定結果等からＧＥ０６（臨界

の継続）に進展するおそれはないと予測するとともに、「事象進展対策シート」を用い

て再臨界防止策（Ｇｄ溶液の投入）を立案した。 
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＜評価＞ 

① 再処理センター現場対応班長は、「事故対策手順」に基づき、初期消火対応を行うこと

ができたことから、対応は良好であった。 

② 再処理センター現場対応班長は、発生事象がＥＡＬ該当事象へ進展するおそれがある

ことを把握し、事象進展の予測を行うとともに、「現地対策本部の活動における基本動

作」に基づき「事象進展対策シート」を活用し、拡大防止策の立案ができたことから、

対応は良好であった。 

③ 環境センター現場対応班長は、ＥＡＬ該当事象の発生を把握し、事象進展の予測を行う

とともに、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき「事象進展対策シート」

を活用し、拡大防止策の立案ができたことから、対応は良好であった。 

 

（４）緊急時資機材の操作訓練 

＜実施内容＞ 

・ 再処理センター現場復旧グループの緊急時資機材操作要員は、屋外の瓦礫をホイール

ローダで撤去してアクセスルートを確保し、緊急時資機材を不整地走行車で運搬した。

また、現場復旧グループの作業員は、水源の貯水槽からＨＡＷ貯槽まで冷却水供給用ホ

ースの敷設、エンジンポンプ及び組立式水槽の設置を実施した。 

＜評価＞ 

・ 再処理センター緊急時資機材操作要員は、アクセスルートの確保及び緊急時資機材の

運搬を行うことができた。また、現場復旧グループの作業員は、ＨＡＷ貯槽の１次冷却

水系統への供給に関わる要領に基づき、冷却水供給用ホースの敷設ができたことから、

対応は良好であった。 

 

７．２ 現地対策本部における訓練 

（１）現地対策本部構成員の参集訓練 

＜実施内容＞ 

・ 現地対策本部の所定の要員は、震度６弱の地震の情報で自ら現地対策本部に参集した。

所長は、参集状況を確認後、現地対策本部の設置を宣言した。 

現地対策本部長は、再処理センター現場指揮所からのＨＡＷ貯槽の崩壊熱除去機能

の喪失の連絡を受け、構内放送により、再処理センターを発災元とする現地対策本部要

員を追加招集した。さらに、環境センター現場指揮所から臨界警報吹鳴と中性子線指示

値上昇の連絡を受け、環境センターを発災元とする現地対策本部要員を追加招集した。 

＜評価＞ 

・ 現地対策本部長は、「事故対策規則」に基づき現地対策本部を設置し、設置後に発生し

た異常事象の段階に応じ、現地対策本部要員の追加招集を行うことができた。 

 

（２）現地対策本部と機構対策本部との情報連絡訓練 

＜実施内容＞ 

・ 現地対策本部は、発生した事象の進展に合わせ、地震の被災状況、火災発生状況、初期

消火状況、ＨＡＷ施設の発災状況、ＣＰＦの発災状況、事象進展予測、ＥＡＬ判断状況
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等について、災害対策資料の「発生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」及び

「施設平面図」や「定置式モニタトレンドグラフ」、「環境放射線モニタリングデータ」

を用いて、機構ＴＶ会議システムと書画装置で視覚的に機構対策本部へ連絡した。また、

説明に用いた資料は、共有フォルダを介して機構対策本部と共有した。 

＜評価＞ 

・ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、発生事象の状況

等について、機構ＴＶ会議システムや書画装置を用いて、事象の進展に応じて機構対策

本部へ連絡できた。 

 

（３）応急措置訓練（判断・情報共有） 

＜実施内容＞ 

① 現地対策本部長は、機構ＴＶ会議システムや書画装置を用いて発生事象の進展状況や

進展予測を把握するとともに、「発生事象状況確認シート」により、事象の進展に応じ

てＥＡＬ該当条件・時刻を確認し、ＣＰＦでのＳＥ０６（臨界のおそれ）、ＨＡＷ施設

でのＡＬ２９（蒸発乾固）及びＧＥ２９(蒸発乾固の発生)に該当する事象の発生を判断

した。 

② 現地対策本部は、再処理センター及び環境センターの現場指揮所から報告される崩壊

熱除去機能の復旧及び再臨界防止措置に係る作業状況等について、「事象進展対策シー

ト」を用いて情報を集約し、各現場指揮所へ応急措置を指示した。 

③ 現地対策本部の情報統括者は、ＨＡＷ施設の蒸発乾固とＣＰＦの臨界に対する応急措

置の方針について、書画装置で「事象進展対策シート」を用いてブリーフィングをそれ

ぞれ１回、約１分間で実施し、各現場対応班及び機構対策本部との間で情報共有した。

また、ブリーフィングの開催にあたっては、開始時刻の予告、開始・終了の宣言を行っ

た。 

＜評価＞ 

① 現地対策本部長は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、発生事象の進

展に応じてＥＡＬ該当条件・時刻を確認し、ＳＥ、ＡＬ及びＧＥに該当したことを判断

できた。 

② 現地対策本部は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、２箇所の現場指

揮所から得られた応急措置に係る情報を集約し、発災状況に応じた応急措置の指示を

行うことができた。 

③ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、再処理センター

及び環境センターの現場対応班と簡潔に短時間でブリーフィングを行い、発生事象に

対する応急措置の方針について機構内で情報共有できたことから、対応は良好であっ

た。 

 

（４）環境モニタリング訓練 

＜実施内容＞ 

・ 現地対策本部放管班は、ＡＡＦでの火災発生の連絡を受け、平常時の環境モニタリング

（風向、風速、空間放射線量率）に加え、モニタリングカー（１台）をＡＡＦの排気系
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統である主排気筒の風下の研究所敷地境界に配置し、空間放射線量率、空気中放射性物

質濃度等の測定を行った。また、ＡＡＦ火災の鎮火が確認された後、ＣＦＰでの臨界発

生の連絡を受け、主排気筒の風下の研究所敷地境界に配置していたモニタリングカー

をＣＰＦ排気筒の風下の研究所敷地境界へ移動させ、空間放射線量率等の測定を行っ

た。これらの結果について、定期的に様式「環境放射線等監視結果」に取りまとめて現

地対策本部長及び各作業班へ報告した。 

＜評価＞ 

・ 現地対策本部放管班は、「緊急時環境放射線（能）モニタリングマニュアル」に基づき

研究所内の環境モニタリングの監視を行い、定期的に測定結果を現地対策本部長及び

各作業班へ報告できた。 

 

（５）避難訓練 

＜実施内容＞ 

① 再処理センター及び環境センター従業員は、構内放送での緊急地震速報を受け、机の

下などの安全な場所で身を守る安全確保行動を行った。 

② 環境センター従業員は、臨界警報吹鳴を受け、速やかに指定された場所へ避難した。 

③ 現地対策本部総務班は、臨界発生後、環境センター現場指揮所からの報告を受け、構内

放送で研究所内従業員へ屋内退避の指示を行った。 

＜評価＞ 

① 再処理センター及び環境センター従業員は、「地震発生時の対応について」に基づく安

全確保行動ができたことから、対応は良好であった。 

② 環境センター従業員は、臨界警報吹鳴を受け、「事故対策手順」に基づき、指定された

場所へ避難できたことから、対応は良好であった。 

③ 現地対策本部総務班は、「事故対策規則」に基づき、構内放送により研究所内従業員へ

屋内退避を指示できたことから、対応は良好であった。 

 

（６）通報訓練 

＜実施内容＞ 

① 現地対策本部情報班は、ＨＡＷ施設及びＣＰＦで発生したＥＡＬ該当事象へ進展する

事象について、書画装置で「発生事象状況確認シート」を用いて、該当条件とその該当

時刻を各現場指揮所と相互に確認しながら明確にし、現地対策本部長の判断後、通報連

絡を行った。 

② 現地対策本部情報班は、地震による被災状況、火災発生及びＥＡＬ該当事象発生につい

て、機構ＴＶ会議システム及び書画装置により２箇所の現場指揮所から情報収集を行

うとともに、発災施設ごとに通報文作成者を割り当て、通報文を取りまとめた。 

③ 現地対策本部情報班及び総務班は、現地対策本部長のＥＡＬ該当事象判断後、下表＜Ｅ

ＡＬ該当事象の発生に係る通報連絡の実績＞に示す時間でＥＲＣを含む関係箇所へＦ

ＡＸによる通報連絡を行った。 
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＜ＥＡＬ該当事象の発生に係る通報連絡の実績＞ 

発災施設 判断時刻 通報内容 送信時刻 所要時間 

ＣＰＦ 14:42 【ＳＥ】臨界のおそれ 14:45 3 分 

ＨＡＷ施設 14:51 【ＡＬ】蒸発乾固 14:55 4 分 

ＨＡＷ施設 15:11 【ＧＥ】蒸発乾固の発生 15:21 11 分 

 

＜評価＞ 

① 現地対策本部情報班は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、「発生事

象状況確認シート」を用いてＥＡＬの該当条件、該当時刻及び判断時刻を明確にし、通

報連絡できた。 

② 現地対策本部情報班は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、異常事象

及びＥＡＬ該当事象の発生について、通報文の取りまとめができた。 

ただし、ＳＥ０６（臨界のおそれ）については、「発生事象状況確認シート」と「通

報文」に記載した中性子線用エリアモニタの指示値上昇の確認時刻に不整合が生じた

ことから、改善が必要であると評価した。【10.(1)＜課題①＞】 

③ 現地対策本部情報班及び総務班は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、

現地対策本部長のＥＡＬ該当事象判断から１５分以内にＦＡＸによる通報連絡ができ

た。 

 

（７）広報対応訓練 

＜実施内容＞ 

① 現地対策本部広報班は、ＥＡＬ該当事象への対応状況等を踏まえてプレス時刻を調整

し、調整したプレス予定時刻までにプレス文を作成した。プレス文の作成に当たっては、

専門用語には注釈を加え、施設配置図や概要説明資料等を添付し、分かり易い内容とな

るよう努めた。 

② 現地対策本部広報班は、地震発生後の点検状況、また原災法第１０条事象と第１５条事

象発生後に事象の状況、応急措置状況、環境への影響等について、計２回機構ＨＰ掲載

用の資料を作成し、機構対策本部広報班へ提供した。機構対策本部広報班は、都度、そ

の資料を機構ＨＰ（模擬ＨＰ）上へ掲載した。 

③ プレス対応者は、発生した事象、応急措置の内容及び環境への影響について、専門用語

には解説を加え、時間、場所、状況等を明確にするとともに、図、グラフ等を用いて視

覚的に説明した。 

＜評価＞ 

① 現地対策本部広報班は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、プレス予

定時刻までにプレス文を作成できた。 

② 現地対策本部広報班は、事態の状況に応じて、発生事象の内容や環境への影響等に関す

る機構ＨＰ掲載文を作成できた。また、機構対策本部広報班は現地対策本部広報班と連

携して機構ＨＰ（模擬ＨＰ）へ掲載できた。 

③ プレス対応者は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、５Ｗ１Ｈを意識
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するとともに、用語解説や図表を活用して説明できた。 

 

７． ３ 機構対策本部における訓練 

（１）機構内及びＥＲＣとの情報共有訓練 

＜実施内容＞ 

①機構対策本部は、現地対策本部からの情報（機構ＴＶ会議システムでの発話内容及び書

画装置を用いて共有された「発生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」等の

視覚情報）を収集した。また、ＥＲＣに対し、視覚情報を活用しながらＥＡＬの判断、

今後の事象進展等の情報を提供した。 

②機構対策本部は、現地対策本部の情報統括者が実施したブリーフィング内容をＥＲＣに

対して情報提供した。 

③複数施設で事象が発生した場合において、機構対策本部は、機構ＴＶ会議システムから

提供される再処理センターに係る情報と環境センターに係る情報について、連絡メモに

施設名を記載して区分けしたうえで収集した。また、ＥＲＣに対しては、施設ごとに発

話者を区分けし発災施設名を発話したうえで情報提供を実施した。 

＜評価＞ 

①機構対策本部は、「原子力規制庁緊急時対応センターとの接続時対応マニュアル」（以

下「ＥＲＣ対応マニュアル」という。）に基づいて現地対策本部から情報を収集し、Ｅ

ＡＬの判断基準や対策についてＥＲＣへ情報提供を行えたことから、対応は良好であっ

た。 

一方で、事象の進展予測については、積極的にＥＲＣに対して情報提供できていない

場面があったことから、改善が必要であると評価した。【10.(2)＜課題①＞】 

②機構対策本部は、「ＥＲＣ対応マニュアル」に基づいて現地対策本部が実施したブリー

フィングの内容をＥＲＣへ情報提供することができた。 

③機構対策本部は、施設ごとに発話者を区分けし発災施設名を発話したうえで内容を説明

することにより、機構対策本部としては情報発信の混乱防止に役立ち、ＥＲＣに対して

はどの施設の情報なのか分かりやすく情報提供できた。本対応は良好事例として、「Ｅ

ＲＣ対応マニュアル」に反映する。 

 

（２）原子力事業所災害対策支援拠点及び原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

＜実施内容＞ 

・ 機構対策本部は、現地対策本部からの支援要請を受け、支援本部となる原科研及び大

洗研に対して原子力事業所災害対策支援拠点へのモニタリングカー及び要員の派遣、

原子力緊急事態支援組織である楢葉センターに対して遠隔機材の支援を要請した。 

・ 機構対策本部は、適宜遠隔機材の準備状況、運搬状況等を支援本部及び原子力緊急事

態支援組織から情報収集し、機構ＴＶ会議システムでの発話により現地対策本部へ情

報提供を行った。（支援本部及び原子力緊急事態支援組織は、情報連絡のみ実働。実

作業は模擬） 

＜評価＞ 

・ 機構対策本部は、「機構本部事故対策規則」に基づいて現地対策本部からの要請に伴



 

12 

い、支援本部及び原子力緊急事態支援組織への支援要請と準備状況を機構内へ情報提

供が行えたことから、支援要請における対応は良好であった。（原子力事業所災害対

策支援拠点での実動を伴う訓練は別紙２参照） 

 

８.過去の訓練を踏まえた改善点の評価 

前回の防災訓練（平成３０年１０月１６日実施）で抽出された改善点に対する取組状況は以

下のとおり。 

 

（１）研究所 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題①＞ 

「地震発生時の点検結果」様式には、発信

日時欄に記入した時刻と様式の枠外にメモ書

きしたＦネットの発信時刻の２通りの発信時

刻が記載されており、発信時刻の記載方法が

不適切であった。このため、受信した側は、

発信時刻を特定できなかった。 

 

【原因】 

・「地震発生時の点検結果」の発信日時欄に記

入した時刻は「発信者が記載内容を確認し

た時刻」で、枠外にメモ書きした時刻は「Ｆ

ネット操作担当者が発信操作を行った時刻

＊」であり、この時間差が２通りの発信時刻

となった。 

＊ ＮＴＴの回線混雑によりＦネットの送信時

間１５分を超えた経験を有していたため、Ｆネ

ット発信時刻を受信者側に示すための運用とし

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・様式「地震発生時の点検結果」の「発信日時」

を「確認日時」に見直し、要領書「地震発生

時の対応について」に反映した。 

・Ｆネット発信時刻は、ＦＡＸ通信管理レポー

トで確認することとし、様式の枠外に発信時

刻のメモ書きを行わないよう「現地対策本部

の活動における基本動作」に反映した。 

 

 

 

【評価】 

・Ｆネット発信文書（「地震発生時の点検結

果」）について、情報班は、要領書「地震発生

時の対応について」に基づき「確認日時」を

記載した。また要領書「現地対策本部の活動

における基本動作」に基づき、ＦＡＸ通信管

理レポートで確認した時刻を「発信日時」と

して報告できた。【完了】 
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前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題②＞ 

情報班は、ＳＥ０６、ＧＥ０６及びＳＥ０２

の判断時刻が明確であるにも関わらず、第１

０ 条通報の発生時刻に「頃」を付けていた。 

 

【原因】 

・昨年の他拠点での訓練で抽出された、発生

時刻に「頃」を付けていた課題が、現地対策

本部構成員に共有していなかった。 

・通報文作成担当者及び通報文確認者は、特

定事象を判断した発生時刻に「頃」は付けな

いことを知らなかった。 

・発生時刻は原子力防災管理者が特定事象を

判断した時刻を記入し、「頃」を付けない教

育が行われていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・発生時刻が明確な事象は「頃」を付けないこ

とを、新たに制定した要領書「現地対策本部

の活動における基本動作」へ反映した。 

・要領書「現地対策本部の活動における基本動

作」を用いて、現地対策本部の活動の留意点

と、防災訓練で抽出された課題（他拠点の課

題を含む）に対する改善点を、現地対策本部

構成員に対して原子力防災教育を実施した。 

 

【評価】 

・情報班は、「現地対策本部の活動における基

本動作」に基づき、現地対策本部長が判断し

た時刻を「頃」を付けないでＥＡＬ発生時刻

に記載できた。【完了】 
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前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題③＞ 

１回目のブリーフィングにおいて現場指揮

所は、臨界の発生原因、臨界の発生場所の特

定、事象の進展予測、臨界終息措置対策の方針

について、簡潔に説明できなかったことから

約１０分を要した。 

 

【原因】 

・現場指揮所は、すでに報告されていた臨界

の発生場所と特定した根拠等を再度丁寧に

説明した。また、現地対策本部は臨界発生場

所の根拠についてさらに確認したことで時

間を要した。これは、初めてブリーフィング

を取り入れたことからブリーフィングの実

施手順書が定まっておらず、また「対応状況

や今後の方針等の要点を咀嚼して短時間で

共有するための会議」としてのあり方が説

明者を含めた関係者で共有されていなかっ

たため、簡潔なブリーフィングとすること

ができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・ブリーフィングの位置付けと実施要領を、関

係者に周知するとともに、要領書「現地対策

本部の活動における基本動作」に定めた。ま

た原子力防災教育を実施して、ブリーフィン

グ実施方法について現地対策本部構成員の

理解を深めた。 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

・現地対策本部は、「現地対策本部の活動にお

ける基本動作」に基づき、発生事象に対する

今後の対応方針等について、簡潔に（約１分

間）ブリーフィングを行い、関係者で共有で

きた。【完了】 
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前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題④＞ 

臨界終息措置について、現地対策本部と現

場指揮所で認識が統一されないままの作業開

始時刻が「事象進展対策シート」に記載され、

関係箇所へ発信された。 

 

【原因】 

・「事象進展対策シート」は、今年の訓練から

使用したが、作業の開始時刻、完了時刻を誰

が記載するのか決めていなかった。 

・作業の開始時刻（作業開始指示時刻と実作

業開始時刻）と完了時刻（中性子吸収剤投入

終了時刻と臨界終息作業完了時刻）の認識

が、現場指揮所と現地対策本部とで統一さ

れていないため、現場指揮所が準備開始時

刻を記入した「事象進展対策シート」に、現

地対策本部が現場指揮所の発話情報をもと

に作業の開始時刻・完了時刻を追記してい

ったところ、事象進展対策シートの作業の

開始時刻と完了時刻に齟齬が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・作業の開始時刻と完了時刻の認識について、

機構大で統一を図るため、“準備”と“対策”

に区別するよう「事象進展対策シート」を見

直した。また、作業の開始時刻及び完了時刻

は、原則として現地対策本部が記載すること

を要領書「現地対策本部の活動における基本

動作」に定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

【評価】 

・現地対策本部は、見直した「事象進展対策シ

ート」を活用して準備作業に係る時刻と実作

業に係る時刻を区別して、関係機関へ発信で

きた。【完了】 
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（２）機構本部 

前回の防災訓練で抽出された改善点 取組状況 

＜課題①＞ 

機構対策本部は、初動対応時（地震発生直

後）に、茨城地区（研究所、原科研、大洗研）

の施設の稼働状況等について収集した情報を

ＥＲＣへ整理して報告することができなかっ

た。 

 

【原因】 

・機構対策本部は、施設の稼働状況等につい

ては、茨城地区の各拠点から情報を入手し

た都度、ＥＲＣへ報告していたが、全体を

俯瞰した情報の集約についてはマニュアル

に定めていなかったことから実施できなか

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策】 

・各拠点の主要な施設の稼働状況を平時から

機構対策本部で把握できるよう、各拠点のイ

ントラネット及び必要に応じて拠点担当者

から情報収集を行う運用とした。 

・機構対策本部で把握するべき情報を整理す

るため、地震発生時に報告すべき事項に係る

整理表を作成しマニュアルに反映した。 

 

【評価】 

・現地対策本部は、「地震発生時の対応につい

て」に基づき、各部・センターからの点検結

果（異常の有無、地震発生前後の施設の稼働

状況）を取り纏め、機構対策本部へ提供でき

た。機構対策本部は、「ＥＲＣ 接続時対応マ

ニュアル」に基づき、地震発生時に報告すべ

き事項に係る整理表を活用し、研究所の他、

原科研及び大洗研の施設の稼働状況等につ

いて、ＥＲＣへ整理して報告できた。【完了】 

 

９.訓練全体の評価結果 

（１）訓練全体に設定した目標に対する評価 

今回の訓練目標である以下の①～⑤については、訓練モニタ及び外部機関の有識者による

評価結果、訓練参加者による反省会から評価した結果、概ね達成できたと評価する。 

①「事象進展対策シート」、「発生事象状況確認シート」等の視覚情報を用い機構内外に正確な

情報提供ができること。 

・ 現地対策本部は、事象の発生状況、ＥＡＬの判断基準、今後の事象進展及び対策について、

「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、機構対策本部及び現場指揮所へ「発

生事象状況確認シート」、「事象進展対策シート」等の視覚情報を用いて情報提供ができ

た。ただし、「発生事象状況確認シート」は、ＣＰＦの臨界に係る中性子線用エリアモニタ

の指示値上昇の確認時刻について、「通報文」との記載に不整合が生じたため、発信後に時

刻の訂正を行ったことから、改善が必要であると評価した。 
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【7.2(2)】【7.2(6)②】【10.(1)＜課題①＞】  

・ 機構対策本部は、現地対策本部からの情報を集約し、ＥＲＣに対して視覚情報を用いてＥ

ＡＬの判断基準や対策について情報提供ができた。ただし、事象の進展予測については積

極的にＥＲＣに対して情報提供できていない場面があったことから、改善が必要であると

評価した。【7.3(1)①】【10.(2)＜課題①＞】 

②現地対策本部は、各発災施設の現場対応班と簡潔に短時間でブリーフィングを行い、発生事

象への対応策について機構内で情報共有できること。 

・ 現地対策本部は、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、ＥＡＬ該当事象に

対する応急措置の方針についてブリーフィングを設定し、機構対策本部及び現場指揮所へ

情報共有ができた。【7.2(3)③】 

・ 機構対策本部は、現地対策本部が実施したブリーフィングの内容をＥＲＣへ情報共有でき

た。【7.3(1)②】 

③発災施設のうちの１箇所の現場指揮所において、機構ＴＶ会議システムが一時的に使用不能

となった場合は、代替手段を活用した情報共有ができること。 

・ 「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、現地対策本部の情報統括者の指示で

再処理センター現場指揮所との通信手段を携帯電話を用いた音声会議に切り替えたこと

により、現地対策本部、機構対策本部及び現場指揮所で支障なく情報共有ができた。

【7.1(2)④】 

④再処理施設及び使用施設において、それぞれＥＡＬ該当事象が発生する。現地対策本部は、

２箇所の現場指揮所からの情報収集、関係箇所への通報連絡、応急措置の指示ができること。 

・ 現地対策本部では、「現地対策本部の活動における基本動作」に基づき、２箇所の現場指揮

所からの発生事象、事象進展、今後の応急措置などの情報を収集・集約し、ＥＲＣを含む

関係箇所へ通報連絡するとともに、応急措置の指示ができた。【7.2(2)】【7.2(3)②】 

・ 機構対策本部は、各施設の情報を集約し、ＥＲＣに対して情報提供することができた。 

【7.3(1)③】 

⑤再処理施設の現場指揮所の設置から一定時間まで現場対応班長が不在の場合においても、関

係箇所への情報発信ができること。 

・ 再処理センター現場指揮所は、「事故対策手順」に基づき、副センター長を現場対応班長と

し、人員点呼や地震点検、応急措置等の指示を行うとともに、機構ＴＶ会議システム及び

書画装置を用いて被災状況等の必要な情報発信を行うことができた。【7.1(2)③】 

 

（２）総合的な評価 

「１.（１）目的」に示す、再処理センターＨＡＷ施設及び環境センターＣＰＦの２施

設を対象とした複数のＥＡＬ該当事象発生を踏まえた、「原子力防災組織の機能の有効性

の確認」、「国、自治体等への通報連絡が迅速に行われることの確認」及び「前年度から

改善を図った事項の有効性の確認」について、上記の評価結果及び以下の活動により達成

できたと評価する。 

・ ７項に示すとおり、２つの原災法対象施設での発災に加え、通信設備の不調や再処理セ

ンター現場対応班長の一時不在といった、より負荷のかかった条件を設定した場合に

おいても、原子力防災組織として有効に機能することを確認できた。 
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・ ７．２（６）に示すとおり、一部課題は抽出されたものの、機構ＴＶ会議システム及び

書画装置により２箇所の現場指揮所から情報収集を行うとともに、発災施設ごとに通

報文作成者を割り当て情報集約することで、ＥＡＬ該当事象の該当判断後１５分以内

に、国、自治体等への通報連絡を行うことができることを確認した。 

・ 訓練を通じて、８項に示すとおり、前年度から改善を図った事項が有効に機能し改善で

きたことを確認した。また、新たに確認された課題については、１０項に示す対策を実

施し、今後の訓練で改善の有効性を確認していく。 

 

１０.今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の防災訓練において抽出された課題は、以下のとおりである。 

 

（１）研究所 

＜課題①＞  

現地対策本部において、臨界発生時に「発生事象状況確認シート」と「通報文」を作成す

る際、ＳＥ０６該当条件となる「中性子線用エリアモニタ指示値の上昇確認」の該当時刻に

ついて、「発生事象状況確認シート」作成者は現場対応班から報告された時刻を記載し、「通

報文」作成者は、現場対応班の説明で書画装置に映された中性子線用エリアモニタトレンド

グラフに記載されていた時刻を記載した。このように、それぞれ異なる情報源から異なる時

刻情報を得た結果、「発生事象状況確認シート」と「通報文」に記載した中性子線用エリア

モニタ指示値の上昇確認時刻に不整合が生じた。【7.2(6)②】 

【原因】 

① 臨界発生時の説明において、環境センター現場対応班から時刻と発生事象をあわせて

説明しなかった。 

② 「通報文」作成過程において、ＥＡＬに係る該当時刻や判断時刻は、「発生事象状況確

認シート」で共有した時刻、原子力防災管理者が判断した時刻を記載するという仕組み

がなかった。 

【対策】 

① 現場対応班は、発生事象を説明する際、時刻と発生事象をあわせて説明することを発

話時の基本事項としてマニュアル「現地対策本部における活動の基本動作」に定める。

また、現地対策本部は、現場対応班から時刻と発生事象を紐付けた説明がない場合、時

刻とあわせて説明するよう促すことを同マニュアルに定める。 

② 「通報文」作成について、ＥＡＬに係る該当条件の該当時刻及びＥＡＬの判断時刻は、

「発生事象状況確認シート」で情報共有し、原子力防災管理者が判断した後に「通報

文」に記載することをマニュアル「現地対策本部における活動の基本動作」に定める。 

 

（２）機構本部 

＜課題①＞ 

機構対策本部は、ＥＲＣに対して発生した事象を説明した際に、その事象が環境にもたら

す影響について積極的に情報提供できていない場面があったことから、ＥＲＣに情報提供す

べき事項について整理する必要がある。【7.3(1)①】 
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【原因】 

・ ＥＲＣへ情報提供すべき事項については、原子力規制庁「ＥＲＣプラント班が即応セン

ターに求める情報」をＥＲＣ対応ブース要員へ周知するにとどまり、自らの事業者に置

き換えて原子力災害発生時においてどのような事項を情報提供すべきか平時から十分

に整理できていなかった。 

【対策】 

・ 原子力規制庁「ＥＲＣプラント班が即応センターに求める情報」をもとに、自らの事業

者として情報提供すべき事項を整理した「発話ポイント」を作成し、機構対策本部ＥＲ

Ｃ対応ブースの発話者が活用できるようにする。特に進展予測については、プラント状

況（ＥＡＬ事象）そのものの進展予測に加えて、環境に対する影響についても情報提供

するように事項に加える。 

・ 上記の「発話ポイント」について拠点と共有し、拠点から機構ＴＶ会議システム等で機

構内へ情報発信する際にも同様の認識をもって対応させる。「発話ポイント」に整理し

た事項について情報発信できていない場合は、機構対策本部情報班長が拠点に対して

情報発信を促すようルール化する。 

 

以 上 
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別紙２ 

 

防災訓練の結果の概要(個別訓練) 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「核燃料サイクル工学研究所原子力事業者防災業務計画」に基づき実施する個別

訓練であり、原子力災害発生時における緊急時対応に係る技能の定着・維持・向上を図るとと

もに、あらかじめ定めた緊急時対応に係る各種機能が有効に機能することを確認する。 

 

２．実施期間 

令和元年７月２５日（木）～令和２年３月１１日（水） 

 

３．実施体制、評価体制及び参加者 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者を設け、実施担当者が訓練を行った。 

詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

実施責任者が評価した。 

（３）参加者 

「添付資料」のとおり。 

 

４．防災訓練の項目 

  個別訓練 

 

５．防災訓練の内容 

５．１ 救護訓練 

 

５．２ その他の訓練 

（１）遠隔機材の操作訓練 

（２）原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

（３）支援本部及び原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

 

６．防災訓練のために想定した原子力災害等の概要 

（１）救護訓練 

・ プルトニウム燃料技術開発センタープルトニウム第二開発室の管理区域内での火災発生

に伴う初期消火活動において、負傷者が発生する事態を想定 

（２）その他の訓練 

① 遠隔機材の操作訓練 

・ 原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１５条事象が発生し、高放

射線環境下での現場での応急措置が必要となる事態を想定 

② 原子力緊急事態支援組織との連携訓練 
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・ 原災法第１５条事象が発生し、高放射線環境下での現場での応急措置が必要となる事

態を想定 

③ 支援本部及び原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

・ 原災法第１５条事象が発生し、施設から放射性物質が放出される事態を想定 

 

７．訓練結果の概要及び個別評価 

（１）救護訓練 

【実施内容】 

・ 現場対応班は、管理区域内で発生した負傷者を救出し、医務班へ引き渡した。 

・ 医務班は、産業医による負傷者の診察を行った。また、医務棟へ救急車で搬送された負

傷者の公設消防への引渡し（模擬）を行った。 

【評価】 

・ 現場対応班は、「事故対策手順」に基づき、負傷者を救出し、医務班へ引き渡すことが

できた。 

・ 医務班は、「緊急被ばく医療マニュアル」に基づき、救急車を出動して負傷者を収容し、

公設消防へ引渡しできた。 

 

（２）その他の訓練 

① 遠隔機材の操作訓練 

【実施内容】 

・ 偵察用ロボット及び作業用ロボットの操作（走行、模擬試料採取など）について実操

作訓練を実施した。 

・ 小型無線ヘリの操作（ホバリング、移動、旋回など）について実操作訓練を実施した。 

【評価】 

・ 遠隔操作ロボットの操作ができることを確認した。評価結果は、「添付資料」のとお

り。 

② 原子力緊急事態支援組織との連携訓練 

   【実施内容】 

・ 偵察用ロボット及び小型無人ヘリを原子力緊急事態支援組織（楢葉遠隔技術開発セン

ター）から機構本部（原子力事業所災害対策支援拠点として模擬）に運搬した。 

・ 機構本部において、偵察用ロボット及び小型無人ヘリの動作確認を行い、核燃料サイ

クル工学研究所（以下「研究所」という。）として受け取ることが可能であることを

確認した。 

【評価】 

・ 原子力緊急事態支援組織が保有する資機材（遠隔操作ロボット）の受取りができるこ

とを確認した。評価結果は、「添付資料」のとおり。 

③ 支援本部及び原子力事業所災害対策支援拠点との連携訓練 

【実施内容】 

・ 機構対策本部からの要請を受け、研究所の支援本部となる原子力科学研究所（以下「原

科研」という。）及び大洗研究所は、機構本部（原子力事業所災害対策支援拠点）に

モニタリングカー及び要員を派遣した。 
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・ 原科研及び大洗研究所の要員は、モニタリングカーにより放射線量を測定し、測定結

果について機構対策本部支援班へ報告した。 

【評価】 

・ 緊急時モニタリング活動（放射線量の測定）ができることを確認した。評価結果は、

「添付資料」のとおり。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  個別訓練で抽出された今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

 

以 上






